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（１）経緯
○ 現行の医療計画の期間は平成３０年度（２０１８）から令和５年度（２０２３）までの６年間。
医療法第３０条の６の規定に基づき、在宅医療その他必要な事項について、現行計画の３年目に
当たる令和２年度中に中間見直しを行うこととされている。

○ 中間見直しに当たり、国の「医療計画作成指針」及び「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体
制構築に係る指針（以下「構築指針」という。）」が一部改正されている。（令和２年４月１３
⽇付け厚⽣労働省医政局地域医療計画課⻑通知）

（２）本県の対応
○ 今回の中間見直しでは、計画の全面改定は行わず、現計画策定後の事情変更等により、計画見
直しの必要があれば、その分のみ追加・変更するものとする。

○ 中間見直し手続きは、現計画策定時と同様とし、５疾病５事業及び在宅医療に係る各協議会で
検討後、取りまとめた計画変更素案は医療計画部会（県医療審議会の下部組織）での協議を経て、
県医療審議会に諮問し、答申を得る。（２ページ参照）

○ 中間見直しのスケジュール（３ページ参照）

１ ⻘森県保健医療計画の中間見直しに向けた基本的な考え⽅

○ 本協議会では、以下の項目について現計画への反映・見直しの必要があるか検討する。
（１）現計画の取組状況・評価
（２）国の構築指針の変更点
（３）現計画策定後の状況変化（法改正等）

２ 各協議会における協議事項

⻘森県保健医療計画（表紙）

資料４



医療計画中間⾒直しに係る各協議会と庁内各課の関連図

2

健康福祉政策課
案作成

保健・医療・福祉
包括ケアシステム
推進協議会

【保健・医療・
福祉の連携】

医療審議会
（医療計画変更案の諮問・答申）

医療計画部会
（医療計画変更素案の審議）

医療薬務課
医療計画中間見直し進行管理

各課の案 取りまとめ

がん・⽣活習慣病対策課
案作成

健康あお
もり21専
門委員会

【健康づくり】

がん対策
推進協議
会

糖尿病
対策
協議会

脳卒中
対策
協議会

急性心筋
梗塞対策
協議会

精神保健
福祉
審議会

障害福祉課、
高齢福祉
保険課で
協議して
案を作成

在宅医療
対策
協議会

医療薬務課、
高齢福祉
保険課で
協議して
案を作成

周産期医
療対策
協議会

小児医療
対策
協議会

【医師確保】

医療薬務課
案作成

救急・
災害医療
対策
協議会

地域医療
対策
協議会

地域医療
対策
協議会

【５疾病】 【５事業、在宅医療】



3

●各対策協議会（５疾病・５事業及び在宅医療）の開催

◇がん対策推進協議会（９月１６⽇）
【中間見直しの検討】
・現行計画の取組状況の評価
・国の構築指針の変更点の確認
・現行計画策定後の状況変化

●各対策協議会で検討した計画変更素案の取りまとめ（１１月末まで）

令和２年９～１１月

中間⾒直しのスケジュール

●県医療計画部会
⇒医療計画変更素案の協議
（５疾病・５事業及び在宅医療等）

令和２年１２月

●県医療審議会
⇒医療計画変更案の諮問・答申令和３年３月

●パブリックコメント、関係機関意見照会
⇒医療計画変更案の決定令和３年２月
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（１）現計画の取組状況・評価 資料１−２のとおり
＜対応案＞
現計画の目標及び施策に引き続き取り組むこととし、現計画の変更は行わない。

（２）国の構築指針の変更点
５疾病のうち「がんに関する医療提供体制」は、第７次医療計画（国計画）の中間見直し後も現在と同様の指標を継続し

て使用することとし、次期計画に向けて、第４期がん対策推進基本計画（国計画）の策定と並行して指標等の見直しを検討
することとされた。
＜対応案＞
国においても特段の変更はないことから、現計画の変更は行わない。

（３）現計画策定後の状況変化（法改正等）
現計画の見直しを要する法改正等は無いため、現計画の変更は行わない。
なお、新型コロナウイルス感染症対策に関しては、５疾病５事業及び在宅医療の対策ごとに計画の見直し等は行わず、必
要な対策等については、各協議会の中で適宜協議を行っていくものとする。（感染症対策として総括的に計画に記述するこ
とを想定。）

○ 協議事項及び対応案

令和３年度は「⻘森県がん対策推進計画」全体の中間評価を⾏う予定


